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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波探触子とカード型コネクタとをケーブルで接続してなるプローブ装置と、前記カー
ド型コネクタの表面積の７０％以上を収容しうるコネクタスロットと前記コネクタスロッ
トの外周面を囲繞するＥＭＩシールドとを有する超音波診断装置本体とを具備したことを
特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
請求項１に記載の超音波診断装置において、前記コネクタスロットに収容した前記カード
型コネクタをエジェクトするボタンを前記超音波診断装置本体に設けたことを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項３】
請求項２に記載の超音波診断装置において、前記カード型コネクタの奥行き全体が前記コ
ネクタスロットに収容されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
請求項１に記載の超音波診断装置において、前記コネクタスロットに収容した前記カード
型コネクタの一部が前記コネクタスロットから露出しており、該露出部分を引っ張るか又
は一旦押してから引っ張ることで前記コネクタスロットから前記カード型コネクタをエジ
ェクトすることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれかに記載の超音波診断装置において、前記カード型コネク
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タに高圧マルチプレクサ回路を内蔵したことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
請求項１から請求項５のいずれかに記載の超音波診断装置において、前記コネクタスロッ
トに収容した前記カード型コネクタがアクティブ状態か否かを報知するインジケータを前
記超音波診断装置本体に設けたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
請求項１から請求項６のいずれかに記載の超音波診断装置において、前記コネクタスロッ
トに収容した前記カード型コネクタがアクティブ状態か否かを報知するインジケータを前
記カード型コネクタに設けたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
請求項１から請求項７のいずれかに記載の超音波診断装置において、前記超音波診断装置
本体がノート型であることを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、さらに詳しくは、厚い金属板でプローブ装置のコネ
クタを覆う必要をなくし、プローブ装置のコネクタを小型化できるようにした超音波診断
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置本体に設けた枠体部の蓋を開け、プローブ装置のコネクタを枠体
部に嵌合し、蓋を開けた状態でも蓋を閉じた状態でもプローブ装置を使用できるようにし
た超音波診断装置が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－２９１７３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来の超音波診断装置では、蓋を開けた状態でもプローブ装置を使用できるように
しているため、プローブ装置のコネクタを厚い金属板で覆って、ＥＭＩ（ElectroMagneti
c Interference）シールドを十分にする必要があった。
　しかし、厚い金属板でプローブ装置のコネクタを覆うことは、プローブ装置のコネクタ
を小型する障害となる問題点があった。
　そこで、本発明の目的は、厚い金属板でプローブ装置のコネクタを覆う必要をなくし、
プローブ装置のコネクタを小型化できるようにした超音波診断装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１の観点では、本発明は、超音波探触子とカード型コネクタとをケーブルで接続して
なるプローブ装置と、前記カード型コネクタの表面積の７０％以上を収容しうるコネクタ
スロットと前記コネクタスロットの外周面を囲繞するＥＭＩシールドとを有する超音波診
断装置本体とを具備したことを特徴とする超音波診断装置を提供する。
　上記第１の観点による超音波診断装置では、プローブ装置のコネクタをカード型とし、
その表面積の７０％以上を超音波診断装置本体にスロットインする方式とした。これによ
り、超音波診断装置本体側でＥＭＩシールドを十分にすれば、プローブ装置のコネクタの
ＥＭＩシールドは不要になるか又は従来より簡素なもので済む。よって、プローブ装置の
コネクタを小型化することが出来る。
　なお、カード型コネクタの表面積にブッシング部の面積は含めない。ブッシング部の内
側はシールド線であり、もともとＥＭＩ保護されているからである。
【０００５】
　第２の観点では、本発明は、前記第１の観点による超音波診断装置において、前記コネ
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クタスロットに収容した前記カード型コネクタをエジェクトするボタンを前記超音波診断
装置本体に設けたことを特徴とする超音波診断装置を提供する。
　上記第２の観点による超音波診断装置では、例えばＰＩＭＣＩＡ（Personal Computer 
Memory Card International Association）の規格によるＰＣカードのスロット構造を利
用することが出来る。
【０００６】
　第３の観点では、本発明は、前記第２の観点による超音波診断装置において、前記カー
ド型コネクタの奥行き全体が前記コネクタスロットに収容されることを特徴とする超音波
診断装置を提供する。
　上記第３の観点による超音波診断装置では、カード型コネクタの奥行き全体が超音波診
断装置本体にスロットインされるので、プローブ装置のコネクタのＥＭＩシールドは不要
になる。
【０００７】
　第４の観点では、本発明は、前記第１の観点による超音波診断装置において、前記コネ
クタスロットに収容した前記カード型コネクタの一部が前記コネクタスロットから露出し
ており、該露出部分を引っ張るか又は一旦押してから引っ張ることで前記コネクタスロッ
トから前記カード型コネクタをエジェクトすることを特徴とする超音波診断装置を提供す
る。
　上記第４の観点による超音波診断装置では、露出部分を引っ張ることでコネクタスロッ
トからカード型コネクタをエジェクトする方式は、例えばコンパクトフラッシュ（登録商
標）・メモリカードのスロット構造を利用することが出来る。また、露出部分を一旦押し
てから引っ張ることでコネクタスロットからカード型コネクタをエジェクトする方式は、
例えばＳＤメモリカードのスロット構造を利用することが出来る。
【０００８】
　第５の観点では、本発明は、前記第１から前記第４のいずれかの観点による超音波診断
装置において、前記カード型コネクタに高圧マルチプレクサ回路を内蔵したことを特徴と
する超音波診断装置を提供する。
　上記第５の観点による超音波診断装置では、カード型コネクタに高圧マルチプレクサ回
路を内蔵することで、コネクタの端子数を減らすことが出来る。
【０００９】
　第６の観点では、本発明は、前記第１から前記第５のいずれかの観点による超音波診断
装置において、前記コネクタスロットに収容した前記カード型コネクタがアクティブ状態
か否かを報知するインジケータを前記超音波診断装置本体に設けたことを特徴とする超音
波診断装置を提供する。
　上記第６の観点による超音波診断装置では、プローブ装置がアクティブ状態の時にカー
ド型コネクタを抜いてしまうことを超音波診断装置本体のインジケータを見ることで防止
できる。
【００１０】
　第７の観点では、本発明は、前記第１から前記第６のいずれかの観点による超音波診断
装置において、前記コネクタスロットに収容した前記カード型コネクタがアクティブ状態
か否かを報知するインジケータを前記カード型コネクタに設けたことを特徴とする超音波
診断装置を提供する。
　上記第７の観点による超音波診断装置では、プローブ装置がアクティブ状態の時にカー
ド型コネクタを抜いてしまうことをカード型コネクタのインジケータを見ることで防止で
きる。
【００１１】
　第８の観点では、本発明は、前記第１から前記第７のいずれかの観点による超音波診断
装置において、前記超音波診断装置本体がノート型であることを特徴とする超音波診断装
置を提供する。
　上記第８の観点による超音波診断装置では、プローブ装置のコネクタを小型化できるか
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ら、超音波診断装置本体のコネクタスロットも小型化でき、ノート型の超音波診断装置本
体として好適である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の超音波診断装置によれば、プローブ装置のコネクタのＥＭＩシールドが不要に
なるか又は従来より簡素なもので済み、プローブ装置のコネクタを小型化することが出来
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図に示す実施の形態により本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本
発明が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１４】
　図１は、実施例１にかかる超音波診断装置１００を示す構成図である。図２は、同側面
図である。
　この超音波診断装置１００は、ノート型の超音波診断装置本体１１と、プローブ装置１
５とを具備してなる。
【００１５】
　超音波診断装置本体１１は、コネクタスロット１２と、コネクタスロット１２の周囲を
囲繞するＥＭＩシールド１３と、インジケータ１４ａと、エジェクトボタン１４ｂとを有
している。
【００１６】
　プローブ装置１５は、超音波探触子１６と、カード型コネクタ１７と、超音波探触子１
６とカード型コネクタ１７を接続するケーブル１８とを有している。
　カード型コネクタ１７は、高圧マルチプレクサおよびマッチング回路等を含む電気回路
１９を内蔵している。
【００１７】
　超音波診断装置本体１１のコネクタスロット１２には、カード型コネクタ１７の全体が
スロットインされている。このため、超音波診断装置本体１１のＥＭＩシールド１３でカ
ード型コネクタ１７は十分にＥＭＩシールドされる。
【００１８】
　超音波診断装置本体１１は、接続されているプローブ装置１５がアクティブ状態の時と
アクティブ状態でない時で表示形態を変える。
　そこで、操作者は、超音波診断装置本体１１からプローブ装置１５を外したい場合、超
音波診断装置本体１１のインジケータ１４ａを見て、アクティブ状態でないなら、エジェ
クトボタン１４ｂを押し、コネクタスロット１２からカード型コネクタ１７を押し出す。
一方、超音波診断装置本体１１のインジケータ１４ａを見て、アクティブ状態であるなら
、超音波診断装置本体１１を操作して、アクティブ状態でなくしてから、エジェクトボタ
ン１４ｂを押し、コネクタスロット１２からカード型コネクタ１７を押し出す。
　図３および図４に、超音波診断装置本体１１からプローブ装置１５を外した状態を示す
。
【００１９】
　実施例１の超音波診断装置１００によれば、次の効果が得られる。
（１）プローブ装置１５のカード型コネクタ１７の奥行き全体が超音波診断装置本体１１
のコネクタスロット１２にスロットインするので、超音波診断装置本体１１のＥＭＩシー
ルド１３でカード型コネクタ１７のＥＭＩシールドとなり、カード型コネクタ１７側での
ＥＭＩシールドは不要になるか又は従来より簡素なもので済む。よって、プローブ装置１
５のコネクタを小型化することが出来る。
（２）カード型コネクタ１７に電気回路１９を内蔵することで、コネクタの端子数を減ら
すことが出来る。
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（３）操作者が超音波診断装置本体１１のインジケータ１４ａを見ることで、プローブ装
置１５がアクティブ状態の時にカード型コネクタ１７を抜いてしまうことを防止できる。
（４）コネクタスロット１２が小型で済むので、ノート型の超音波診断装置本体１１の小
型化に資する。
【実施例２】
【００２０】
　図５は、実施例２にかかる超音波診断装置２００を示す構成図である。図６は、同側面
図である。
　この超音波診断装置２００は、ノート型の超音波診断装置本体２１と、プローブ装置２
５とを具備してなる。
【００２１】
　超音波診断装置本体２１は、コネクタスロット２２と、コネクタスロット２２の周囲を
囲繞するＥＭＩシールド２３とを有している。
【００２２】
　プローブ装置２５は、超音波探触子２６と、カード型コネクタ２７と、超音波探触子２
６とカード型コネクタ２７を接続するケーブル２８とを有している。
　カード型コネクタ２７には、インジケータ２７ａが設けられている。
【００２３】
　超音波診断装置本体２１のコネクタスロット２２には、カード型コネクタ２７の表面積
の７０％以上がスロットインされている。このため、超音波診断装置本体２１のＥＭＩシ
ールド２３でカード型コネクタ２７は十分にＥＭＩシールドされる。
【００２４】
　超音波診断装置本体２１は、接続されているプローブ装置２５がアクティブ状態の時と
アクティブ状態でない時とで表示形態を変えるようにプローブ装置２５のインジケータ２
７ａを駆動する。
　そこで、操作者は、超音波診断装置本体２１からプローブ装置２５を外したい場合、カ
ード型コネクタ２７のインジケータ２７ａを見て、アクティブ状態でないなら、コネクタ
スロット２２から出ているカード型コネクタ２７の露出部分を引っ張るか又は一旦押して
から引っ張って、コネクタスロット２２からカード型コネクタ２７を引き出す。一方、カ
ード型コネクタ２７のインジケータ２７ａを見て、アクティブ状態であるなら、超音波診
断装置本体２１を操作して、アクティブ状態でなくしてから、カード型コネクタ２７の露
出部分を引っ張るか又は一旦押してから引っ張って、コネクタスロット２２からカード型
コネクタ２７を引き出す。
　図７および図８に、超音波診断装置本体２１からプローブ装置２５を外した状態を示す
。
【００２５】
　実施例２の超音波診断装置２００でも、実施例１の超音波診断装置１００と同様の効果
が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　超音波診断装置の小型化に利用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施例１にかかる超音波診断装置を示す平面図である。
【図２】実施例１にかかる超音波診断装置を示す要部側面図である。
【図３】実施例１にかかる超音波診断装置でカード型コネクタを抜いた状態を示す要部平
面図である。
【図４】実施例１にかかる超音波診断装置でカード型コネクタを抜いた状態を示す要部側
面図である。
【図５】実施例２にかかる超音波診断装置を示す平面図である。
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【図６】実施例２にかかる超音波診断装置を示す要部側面図である。
【図７】実施例２にかかる超音波診断装置でカード型コネクタを抜いた状態を示す要部平
面図である。
【図８】実施例２にかかる超音波診断装置でカード型コネクタを抜いた状態を示す要部側
面図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１１，２１　　　　　　　超音波診断装置本体
　１２，２２　　　　　　　コネクタスロット
　１３，２３　　　　　　　ＥＭＩシールド
　１４ａ，２７ａ　　　　　インジケータ
　１４ｂ　　　　　　　　　エジェクトボタン
　１５，２５　　　　　　　プローブ装置
　１６，２６　　　　　　　超音波探触子
　１７，２７　　　　　　　カード型コネクタ
　１８，２８　　　　　　　ケーブル
　１９　　　　　　　　　　電気回路
　１００，２００　　　　　超音波診断装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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摘要(译)

要解决的问题：为了消除用厚金属板覆盖探针装置的连接器的必要性，
可以减小探针装置的连接器的尺寸。 卡式连接器（17）用作探针装置
（15）的连接器，其表面区域的70％或更多被插入超声诊断设备主体
（11）的连接器槽（12）中。在诊断设备主体（11）侧提供EMI屏蔽罩
（13）。 [效果]探针装置（15）的卡型连接器（17）的EMI屏蔽变得不
必要或比传统的更简单。因此，可以减小探针装置（15）的连接器的尺
寸。 点域1
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